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学 校 教 育 目 標 

令和８年度テーマ 

『よく見つめ、よく考え、健康で実行力のある生徒の育成』 

『自ら考え、周囲と協同して未来を拓くことができる生徒の育成』 

校訓 

知性 創造 練磨 友愛 

 

令和８年度学校運営の基本方針が承認されました。 
 

５月１８日に開催された学校運営協議会において、深野中学校区（四条北小・深野小・深

野中）の令和８年度学校運営の基本方針が承認されましたので、ご報告いたします。 

「学校運営協議会」は、地域の皆様や保護者の代表、有識者の方々が学校運営に参画し、

学校と地域が目標やビジョンを共有して、よりよい教育活動の実現をめざす組織です。本校

においても、地域に開かれた学校づくりを推進するために大切な役割を担っています。 

 

令和８年度 学校運営の基本方針と重点取組み（概要） 
 
本校は、校訓「知性・創造・錬磨・友愛」を基本理念とし、「確かな学力」「豊かな心」「健やか

な体」の育成をめざします。生徒が安心して学び、仲間と関わりながら自らの可能性を伸ばすこ

とができるよう、集団を基盤に個の成長を促す教育を推進します。 

教職員が協働し、家庭・地域と連携を図りながら、信頼される学校づくりに努めます。 
 

 

 

 

 

 
 
◆運営方針◆ 

すべての教育活動において「よく聴く・よく見つめる・よく考える」姿勢を大切にし、生徒が

安心して挑戦し、失敗から学べる環境づくりを進めます。また、歴史と伝統を大切にしつつ、時

代の変化に対応した教育を推進し、主体性・協調性・自律性・探究心の育成を図るための実践に

取り組みます。このような中で、主体的に学び、協働的に課題解決に取り組む中で、責任ある行

動と自己決定ができる生徒の育成をめざします。 
  

今年度の重点取組み（抜粋） 
 

授業等学習面
・「わかる授業」の実現 

・授業規律の確立 

・ICT・タブレットの活用 

・少人数指導や補充学習の充実 

・朝読書や放課後学習の推進 

・家庭学習の習慣化 

 

学校全般生活面
・子どもの成長を促すサポート 

・いじめ防止のための取組み 

・人権意識の向上と集団づくり 

・生徒会活動等の自主性の育成 

・健康管理・食育の推進 

・防災・防犯意識の向上 

 

その他（環境･連携）
・教育環境の整備 

・校内美化の推進 

・地域との連携 

・学校だよりなどの情報発信 

・教職員研修の充実 

・教職員の働き方改革 

 
  
教職員は、４つの「ワーク」（チームワーク･ネットワーク･フットワーク･ライフワーク）を意

識し、協働と実践を通して組織力の向上を図ります。 

その基盤のもと、ワーク･ライフ･バランスの取れた持続可能な働き方の実現をめざします。 

深野中学校がめざす生徒像 

基礎的な学力を身につけた生徒  自ら考え、学び続ける生徒 

努力を重ね、成長を実感できる生徒 支え合い、ともに成長する生徒 



【お知らせ】 

５月１４日付でお知らせしました引き渡し訓練について、再度ご案内いたします。本訓練は非常時に備

える大切な機会ですので、ご参加いただきますようお願いいたします。 

引き渡し訓練は、避難訓練後の実施となりますので、予定時間が前後することもあります。ご了承くだ

さい。グラウンド（雨天時：体育館）にて整列・点呼を行い、その後、保護者への引き渡しを行います。 

なお、学校周辺（近隣）の方へご迷惑となりますので、お車を近隣に駐車（停車）してのお迎えはご遠

慮ください。何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

実施日時： 令和８年６月８日（月）午後２時２５分～午後３時３０分（雨天決行） 
 

今年度、大東市情報セキュリティポリシーの改定により、これまで以上に生徒の個人情報保護および

情報管理の厳格化が図られています。 

これにより、教育活動における写真撮影については、校務用として貸与されたスマートフォンまたはタブ

レットによる撮影とし、撮影データはクラウド上での管理・保存を行う運用となりました。 

また、セキュリティレベル向上のため、Wi-Fi 接続についても制限･強化がなされております。その影響

により、写真データのアップロードやホームページの更新作業に時間を要する場合がございます。 

特に、明日から実施される２年生の宿泊学習につきましては、生徒の活動の様子をホームページで適

宜更新する予定としていますが、セキュリティポリシーを遵守した上で限定して更新する予定です。安全

な情報管理を最優先とした対応であるため、ご不便をおかけする場合もありますが、何卒ご理解とご協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

大東市では、お子様を小・中学校に就学させるのに、経済的な理由でお困りの保護者に対して、就学 

に必要な費用の一部を援助する就学援助制度を実施しています。（※就学援助の認定を受けても、学

校 徴収金の支払いは必要です）  

毎年、申請が必要です。前年度、就学援助の認定を受けていた方や、入学前に小学校入学準備金

を受給された方も、就学援助を希望される場合は、あらためて申請が必要です。 
 

申請期間： 令和 ８年 ５月１８日（月）～ ５月２９日（金） 

申請場所： 大東市立市民会館５階 研修・会議室 

問い合せ： 大東市教育委員会 教育総務部 学校管理課  電話：０７２－８７０－９６４２（直通） 
 

5 月 12日に実施いたしました PTA総会ならびに学習参観、評価・進路説明会には、ご多

用の中多数ご参加いただき、誠にありがとうございました。保護者の皆様のご理解と温かい

ご協力に、心より御礼申し上げます。なお、評価や進路等につきまして、ご不明な点やご質

問等がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。[学校電話：072-879-4891] 

6 月 1日からは、本校の卒業生（第 47期生）３名が、3週間の予定で教育実習をいたしま

す。子どもたちにとってもよい出会いと学びの機会となることを願っています。 

今後とも本校の教育活動へのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。 


